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本
法
律
案
は
、
社
会
資
本
整
備
事
業
を
重
点
的
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
推
進
す
る
た
め
、
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
の
策

定
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
交
通
の
安
全
の
確
保
と
そ
の
円
滑
化
、
経
済
基
盤
の
強
化
、
生
活
環
境
の
保
全
、
都
市

環
境
の
改
善
及
び
国
土
の
保
全
と
開
発
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
及
び
国
民
生
活
の
安
定
と
向
上
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

社
会
資
本
整
備
事
業
と
は

道
路

交
通
安
全
施
設

鉄
道

空
港

港
湾

航
路
標
識

都
市
公
園
・
緑
地

下
水
道

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

河
川
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
工
事
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
、
海
岸
等
に
関
す
る
事
業
を
い
う
。

二
、
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
（
以
下
「
重
点
計
画
」
と
い
う

）
は
、
社
会
資
本
整
備
事
業
の
重
点
的
、
効
果
的
か
つ
効
率

。

的
な
実
施
に
よ
り
、
国
際
競
争
力
の
強
化
等
に
よ
る
経
済
社
会
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
、
豊
か
な
国
民
生
活
の
実

現
及
び
そ
の
安
全
の
確
保
、
環
境
の
保
全
、
並
び
に
自
立
的
で
個
性
豊
か
な
地
域
社
会
の
形
成
が
図
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
基

本
理
念
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

三
、
重
点
計
画
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
適
切
な
役
割
分
担
の
下
に
国
の
責
務
が
十
分
に
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果
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
民
間
事
業
者
の
能
力
の
活
用
及
び
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用

に
配
慮
し
つ
つ
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
社
会
資
本
整
備
事
業
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
。

四
、
国
家
公
安
委
員
会
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
（
以
下
「
主
務
大
臣
等
」
と
い
う

）
は
重
点
計
画
の
案
を
作

。

成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
こ
の
重
点
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
重
点
計
画
に
は
、
社
会
資
本
整
備
事
業
の
実
施
に
関
す
る
重
点
目
標
、
そ
の
達
成
の
た
め
に
実
施
す
べ
き
事
業
の
概
要
、

事
業
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
の
措
置
等
を
定
め
る
。

六
、
主
務
大
臣
等
は
、
重
点
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

七
、
主
務
大
臣
等
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
重
点
計
画
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
変
更
の
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
、
重
点
計
画
は
、
国
土
の
総
合
的
な
利
用
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
国
の
計
画
並
び
に
環
境
の
保
全
に
関
す
る
国
の
基
本

的
な
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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九
、
主
務
大
臣
等
は
、
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
政
策
評
価
に
関
す
る
基
本
計
画
を
定
め
る
と

き
は
、
事
後
評
価
の
対
象
と
し
て
、
そ
の
概
要
が
重
点
計
画
に
定
め
ら
れ
た
社
会
資
本
整
備
事
業
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
同
法
に
基
づ
き
事
後
評
価
の
実
施
計
画
を
定
め
る
と
き
は
、
重
点
計
画
に
定
め
ら
れ
た
重
点
目
標
に
照
ら
し
て

評
価
を
行
う
旨
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

十
一
、
政
府
は
、
重
点
計
画
の
計
画
期
間
の
最
終
年
度
に
お
い
て
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
、
当
該
計
画
期
間
内
に
お
け
る
社

会
資
本
の
整
備
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
重
点
計
画
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


